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①家電リサイクル法の概要①家電リサイクル法の概要
（１）家電リサイクル法とは（１）家電リサイクル法とは
　（　（aa））法律の概要法律の概要

　（　（bb））各主体の責務・役割各主体の責務・役割

　（　（cc））再商品化の流れ再商品化の流れ

（２）対象品目の決定（２）対象品目の決定

（３）再商品化率の決定（３）再商品化率の決定
　（　（aa））決定式決定式
　（　（bb））各品目の素材構成各品目の素材構成

②法施行後の状況②法施行後の状況

③現状の分析③現状の分析

④むすび④むすび



（１）家電リサイクル法とは（１）家電リサイクル法とは

法律の概要法律の概要

•• 正式名称正式名称

　『特定家庭用機器再商品化法』　『特定家庭用機器再商品化法』

•• 公布：１９９８年６月　施行：２００１年４月公布：１９９８年６月　施行：２００１年４月

•• 目的目的
⇒廃棄物の減量、資源の有用な利用⇒廃棄物の減量、資源の有用な利用

•• 対象：テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫対象：テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫



各主体の責務・役割各主体の責務・役割

•• 消費者（排出者）の役割消費者（排出者）の役割

⇒小売業者へ引き渡し⇒小売業者へ引き渡し

•• 小売業者の役割小売業者の役割

⇒消費者からの引取・製造業者等へ引渡し⇒消費者からの引取・製造業者等へ引渡し

•• 製造業者の役割製造業者の役割

⇒廃家電の再商品化⇒廃家電の再商品化



再商品化の流れ再商品化の流れ

排出 収集・運搬 再商品化

排出者

市町村等 市町村等

指定法人
指定法人

製造業者

輸入業者
小売業者

適正な引渡し

費用の支払い 引取業務 引取・再商品化等実施業務

管理表（マニフェスト）による管理

By たにー☆



（２）（２）対象品目の決定対象品目の決定

•• 法律において定められている４要件法律において定められている４要件

１．現在廃棄物の処理を行っている市町村等の標１．現在廃棄物の処理を行っている市町村等の標
準的な技術水準・設備では適正処理が困難で準的な技術水準・設備では適正処理が困難で
あるものあるもの

２．有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高２．有用な資源を多く含みリサイクルの必要性が高
いものいもの

３．製造業者等の製品設計・原材料の選択がリサ３．製造業者等の製品設計・原材料の選択がリサ
イクルに重要な影響のあるものイクルに重要な影響のあるもの

４．小売業者の配達が一般的であるもの４．小売業者の配達が一般的であるもの



（３）再商品化率の決定（３）再商品化率の決定

（（aa））決定式決定式

再商品化等の可能な素材の量＝再商品化等の可能な素材の量＝

（平均重量）×（鉄、銅、アルミ、ガラスの素材構成比）×鉄、（平均重量）×（鉄、銅、アルミ、ガラスの素材構成比）×鉄、
銅、アルミ、ガラスの回収歩留まり率銅、アルミ、ガラスの回収歩留まり率

再商品化率＝（再商品化可能な素材の重量）／（平均重量）再商品化率＝（再商品化可能な素材の重量）／（平均重量）

⇒再商品化率を上げる為には廃プラのリサイクルが必要⇒再商品化率を上げる為には廃プラのリサイクルが必要



（（bb））各品目の素材構成各品目の素材構成
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①家電リサイクル法の概要

②法施行後の状況②法施行後の状況

（１）引取台数（１）引取台数

（２）不法投棄（２）不法投棄

（（aa））各品目における状況各品目における状況

（（bb））昨年との比較昨年との比較

（３）再商品化（３）再商品化

　（　（aa））処理費用処理費用

　（　（bb））再商品化率再商品化率

③現状の分析

④むすび



②法施行後の状況②法施行後の状況

（１）引取台数

(a)指定引取場所における引取台数
(b)リサイクルプラントにおける引取台数
（２）不法投棄

(a)各品目における状況
(b)昨年との比較
（３）再商品化



指定引取場所及びリサイクルプラントに
おける引取台数　(経済産業省発表資料)　　　戻る
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（２）不法投棄（２）不法投棄
　各品目における不法投棄の状況各品目における不法投棄の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　環境省発表資料　N=276　　戻る
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昨年との比較昨年との比較　　　　　　　　　　　　　戻る

（単位：台　　N＝276）

環境省発表資料
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（３）再商品化（３）再商品化～処理費用と再商品化率～～処理費用と再商品化率～

エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機

処理費用（円） 3,500 2 ,700 4 ,600 2 ,400

再商品化率 ６０％～ ５５％～ ５０％～ ５０％～

再商品化等率 ６０％～ ５５％～ ５０％～ ５０％～



現状のまとめ現状のまとめ
•• 推定廃棄量（通産省推定廃棄量（通産省19971997年度調査）年度調査）

⇒年間約⇒年間約21502150万台（月間約万台（月間約180180万台）万台）
•• 現在の状況現在の状況

　◆引取台数･･約　◆引取台数･･約790790万台（法施行後１１ヶ月間）万台（法施行後１１ヶ月間）

　　⇒年間引取台数＝約　　⇒年間引取台数＝約862862万台（単純計算）万台（単純計算）

　◆不法投棄･･約　◆不法投棄･･約1212万台（法施行後１１ヶ月間）万台（法施行後１１ヶ月間）

　　⇒年間不法投棄台数＝約　　⇒年間不法投棄台数＝約1313万台万台



①家電リサイクル法の概要①家電リサイクル法の概要
②法施行後の状況②法施行後の状況

③現状の分析③現状の分析
（１）分析の対象（１）分析の対象
（２）費用便益分析と海外（２）費用便益分析と海外
（３）回収率の把握（３）回収率の把握
（４）再商品化と回収率（４）再商品化と回収率
（５）他国との比較（５）他国との比較

④むすび④むすび



（１）分析の対象（１）分析の対象

•• 費用便益分析費用便益分析

•• 回収状況回収状況

•• 再商品化再商品化



（２）経済産業省による費用便益分析（２）経済産業省による費用便益分析
（経済産業省発表資料より）（経済産業省発表資料より）内容説明内容説明

自治体 民間 合計 自治体 民間 合計

37,941 27 ,124 65 ,066 2 ,467 50 ,329 52 ,796

リサイクル資源
量（ｔ）

25 ,117 136 ,078 161 ,195 0 225 ,637 225 ,637

リサイクル資源
量売却代金
（百万円）

201 4 ,723 4 ,924 0 7 ,618 7 ,618

フロン回収処理
台数（千台）

750 765 1 ,515 0 5 ,174 5 ,174

便益

法施行前 法施行後

費用（百万円）



経済産業省の目的経済産業省の目的

民間への移転による効率化をアピール民間への移転による効率化をアピール
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法施行前後における便益（リサイクル資源量売却益）の変化法施行前後における便益（リサイクル資源量売却益）の変化

（経済産業省発表資料より作成）（経済産業省発表資料より作成）
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問題点問題点

海外で発生する費用が考慮されていない！

⇒海外に流出（回収率が低下）すればする
ほど純便益増加

自治体から民間への移転による効率化
だけでなく、回収率に着目し、海外への
流出を考慮すべき



今後の対応今後の対応

海外流出を含めた使用済み家電製品の行方の把握海外流出を含めた使用済み家電製品の行方の把握

海外での使用・処理状況の把握海外での使用・処理状況の把握

フロン・有害物質の扱いフロン・有害物質の扱い

環境環境ODAODA、、グリーンエイド等による資金・技術支援グリーンエイド等による資金・技術支援

海外流出の状況を把握し、国際的な観点へ海外流出の状況を把握し、国際的な観点へ

⇒　回収率の把握が重要！



（３）回収率の把握（３）回収率の把握

（（aa））回収率の算定回収率の算定

　１）回収率の定義　１）回収率の定義

　２）廃棄台数の推定　２）廃棄台数の推定

　３）駆け込み排出の推定　３）駆け込み排出の推定

　４）回収率の算定　４）回収率の算定

（（bb））中古家電の海外輸出中古家電の海外輸出

（（cc））使用済み家電製品の行方使用済み家電製品の行方



回収率の定義回収率の定義

　　『不要となり、消費者の手元から離れた家
電製品（４品目）の総数のうち、どれだけ回
収されたか』

　　　　　　　　　　　　　

　　

　　　　回収率＝引取台数／廃棄台数



廃棄台数の推定廃棄台数の推定

⇒1999年、2000年における出荷台数と推定
廃棄台数の関係から推定

エアコン テレビ 冷蔵庫 洗濯機

99年出荷台数 6470000 9600000 4770000 4280000
99年推定廃棄量 2774000 8687000 3940000 4294000
割合（廃棄率） 0.429 0.905 0.826 1.003

00年出荷台数 7085000 9874000 4886000 4327000
00年推定廃棄量 3023000 9031000 4071000 4530000
割合（廃棄率） 0.427 0.915 0.833 1.047

おおよその割合 0.43 0.91 0.83 1.02



廃棄台数の推定廃棄台数の推定

「おおよその割合」を今年度に代入

2001/4~2002/2 廃棄台数

テレビ

エアコン

洗濯機

冷蔵庫

４品目合計

2001/4~2002/2 出荷台数

テレビ　　　　

エアコン

洗濯機

冷蔵庫

81020008102000

66660006666000

35490003549000

38940003894000

73240007324000

28930002893000

36950003695000

32480003248000

1716000017160000



駆け込み排出の推定駆け込み排出の推定

2001/1~3 売上増加分＝「買い替え」

売上増加台数
（2000年と比較）

１月　　267378

２月 286809

３月 1803178

合計 2357365
NEBA資料より作成

駆け込み排出

約236万台

他に「単に捨て」分も



回収率の算定（回収率の算定（2001/4~2002/22001/4~2002/2月）月）
• 推定廃棄台数⇒　1716万台
• 駆け込み排出⇒　236万台
• 引取台数⇒　　　　790万台

回収率＝引取台数／（推定廃棄台数－駆け込み排出）

＝790／（1716ー236）＝0.534

≒５３％≒５３％



（（bb））中古家電の海外輸出中古家電の海外輸出

統計データは存在せず統計データは存在せず

25％経済産業省調査経済産業省調査

24.3％AA社調査社調査

（いずれも法施行前の状況の推定値）



（（cc））使用済み家電製品の行方使用済み家電製品の行方

回収
60%

海外輸出・
他
40%

回収 海外輸出・他

海外への流出を把握するには、海外への流出を把握するには、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　回収率回収率を把握する事が重要！を把握する事が重要！



（４）（４）再商品化再商品化と回収率と回収率

（（aa））処理費用処理費用

　１）現在の処理費用に関して　１）現在の処理費用に関して

　２）今後の見通し　２）今後の見通し

　３）処理費用と回収率（　３）処理費用と回収率（AA、、BB両グループに関して）両グループに関して）

（（bb））再商品化（等）率再商品化（等）率

　１）プラスチックのリサイクル　１）プラスチックのリサイクル

　２）　２）AA、、BB各グループへの影響各グループへの影響

　３）再商品化（等）率と回収率　３）再商品化（等）率と回収率



処理費用処理費用

１）現在の処理費用に関して１）現在の処理費用に関して
⇒表面的には横並びだが、その影には見えない価
格競争が存在

２）今後の見通し今後の見通し

⇒当分処理費用値下げ競争は起こらない⇒当分処理費用値下げ競争は起こらない

①再商品化業務の収支が年単位①再商品化業務の収支が年単位

②再商品化（等）率引上げが想定される②再商品化（等）率引上げが想定される

③処理費用よりも製品価格に反映させる③処理費用よりも製品価格に反映させる

根拠根拠



３）処理費用と回収率３）処理費用と回収率

•• AAグループ（既存リサイクル事業者）グループ（既存リサイクル事業者）

松下⇒回収率松下⇒回収率4040％として価格設定％として価格設定
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　（20002000年９月５日、日刊工業新聞等）年９月５日、日刊工業新聞等）

•• BBグループ（リサイクルプラント新設）グループ（リサイクルプラント新設）

費用（固定費用、変動費用）と収入より推定費用（固定費用、変動費用）と収入より推定

（日本政策投資銀行調査より）（日本政策投資銀行調査より）



◆リサイクルプラント新設モデル◆リサイクルプラント新設モデル

試算の諸前提

＜収入＞　　処理収入＜収入＞　　処理収入

　　　　　　　　有価物売却収入　　　　　　　　有価物売却収入

＜費用＞＜費用＞　

　変動費変動費　　輸送費　　輸送費

　　　　　　　引取所費用　　　　　　　引取所費用

　　　　　　　直接処理費用　　　　　　　直接処理費用

　　　　　　

固定費固定費　　労務費　　労務費

　　　　　　　　　　　　 償却費償却費

　　　　　　　　　　　　 土地賃料土地賃料

　　　　　　　　　　　　 支払利息支払利息

　　　　　　　　　　　　 その他経費その他経費



◆　家電◆　家電11台当りの限界利益と固定費台当りの限界利益と固定費

固定費１　　　

固定費２

限界利益（リサイクル歩留まり100％）

再商品化事業の採算性を把握する為に、回収再商品化事業の採算性を把握する為に、回収
状況を把握することが企業にとっても重要！状況を把握することが企業にとっても重要！

4,500

円円

2,500

2,000

100%稼動率（％）稼動率（％）
（日本政策投資銀行調査より）

５０～６０％



再商品化再商品化（等）率（等）率

１）プラスチックのリサイクル１）プラスチックのリサイクル

２）２）AA、、BB各グループへの影響各グループへの影響

３）再商品化（等）率と回収率３）再商品化（等）率と回収率



１）　プラスチックのリサイクル１）　プラスチックのリサイクル

クローズドループリサイクルクローズドループリサイクル

カスケードリサイクルカスケードリサイクル

油化、ガス化油化、ガス化

高炉還元剤として利用高炉還元剤として利用

サーマルリサイクルサーマルリサイクル

焼却による熱利用、発電焼却による熱利用、発電

固形燃料化固形燃料化

ケミカルリサイクルケミカルリサイクルマテリアルリサイクルマテリアルリサイクル



あなただけのスペシャルby Sayaka Nakano

マテリアルリサイクルマテリアルリサイクル 再商品化率再商品化率にカウントにカウント

（自ら使用でも可）（自ら使用でも可）

有償有償になりつつあるになりつつある

ケミカルリサイクルケミカルリサイクル
再商品化率再商品化率にはカウにはカウ
ントされないントされない

サーマルリサイクルサーマルリサイクル

（熱回収は（熱回収は再商品化等率再商品化等率にに
カウントされる）カウントされる）



２）　２）　AA、、BB各グループへの影響各グループへの影響

再商品化率再商品化率引上げ引上げ （マテリアルリサイクル推進）（マテリアルリサイクル推進）

BBグループに有利グループに有利

（新設プラント保有）（新設プラント保有）

再商品化等率再商品化等率引上げ引上げ （熱回収推進）（熱回収推進）

AAグループに有利グループに有利

（既存業者で対応可能）（既存業者で対応可能）



３）　再商品化（等）率と回収率３）　再商品化（等）率と回収率

再商品化（等）率引上げに際して再商品化（等）率引上げに際して

再商品化の収支を把握する事が重要再商品化の収支を把握する事が重要

回収状況の把握が重要！回収状況の把握が重要！



（５）（５）EUEUとの比較との比較

◆◆WEEEWEEE指令に関して指令に関して

◆家電リサイクル法と◆家電リサイクル法とWEEEWEEE指令指令

◆実質的なリサイクルの割合◆実質的なリサイクルの割合



◆ＥＵのＷＥＥＥ指令に関して◆ＥＵのＷＥＥＥ指令に関して

2000年12月 2001年5月 2001年6月

欧州委員会 欧州議会 閣僚理事会

年間回収目標 4kg 6kg 4kg
回収・処理費用負担

既存製品への対応 生産者分担 市場占有率 生産者分担

RoHS指令導入期限 2008年より 2006年より 2007年までに

再使用・リサイクル率 50 ～ 80 ％以上 60 ～８５％以上 50 ～ 80 ％以上

再使用・リカバリー率 60～80％以上 70～90％以上 70～80％以上

無償引取（議会案は内部化明記）



◆家電リサイクル法と◆家電リサイクル法とWEEEWEEE指令指令
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００１／６　閣僚理事会

日本 ＥＵ
再商品化率 50～60％以上 －
リカバリー率 － 70～80％以上

リサイ クル率 － 50～80％以上

費用負担 消費者(廃棄時) 生産者(上乗せ)



◆実質的なリサイクルの割合◆実質的なリサイクルの割合

実質リサイクル率＝実質リサイクル率＝回収率回収率×リサイクル率×リサイクル率

簡単なモデル簡単なモデルで比較で比較

回収率⇒60％

リサイクル率（※）⇒50％

0.6×0.5＝0.3⇒3030％％

日本 ＥＵ

回収率⇒30％

リサイクル率⇒80％

0.3×0.8＝0.24⇒2424％％

回収率回収率も合わせて判断する事が重要！も合わせて判断する事が重要！



むすびむすび
その壱　～使用済み家電製品の行方～　
⇒海外流出を把握する為、
　　　　回収率を把握すべし

その弐　～再商品化事業の採算～　　　　
⇒再商品化の収支を、　　　　　　　　　
　　　　　回収状況から把握して判断すべ
しその参　～他国との比較に際して～　　　
⇒リサイクル率だけではなく、　　　　　
　　　　回収率と合わせて判断すべし



えらいおおきに。
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